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所得税の確定申告 三条税務署 ☎32-6211

ところ

燕三条地場産業振興センター
リサーチコア

申告期間

午前９時～午後４時

2月14日（火）～３月15日（水）

受付時間

＊上記期間中、三条税務署では、作成済み確定申告書の受け付けと用紙の配布のみ行います。
＊2月13日（月）まで、還付申告の申告相談を三条税務署で受け付けます。

申告書の作成・送信は
国税庁ホームページ 確定申告書等作成コーナーを
利用ください

　画面の案内に沿って入力すると、税額まで自動計算され、マイナポータル連携や
過去の申告データを利用した自動入力ができます。

自宅でできるe-Tax申告を利用ください

　マイナポータルアプリをインストールし、
マイナンバーカードをスマホで読み取ります。

マイナンバーカード方式

　税務署が発行するe-Tax用IDとパスワードを使います。
　e-Tax用IDとパスワードは、運転免許証などの本人確認
書類を持って、近くの税務署で取得ください。

ID・パスワード方式
個人番号カード

持ち物

□通帳など、申告者名義の口座情報が分かるもの
□マイナンバーカードか右記の確認書類
□税務署から届いた申告書やお知らせ（あれば）
□三条市から届いた申告書やお知らせ（あれば）

マイナンバーカードのない人
番号確認書類 身元確認書類

通知カード ・運転免許証
・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の
 被保険者証
・身体障害者手帳

＊記載内容が住民票と一致
　しているときに限る
・住民票の写しなど個人番
 号が記載されているもの

おむつに係る費用の医療費控除が受けられます

給与所得、年金所得 支払者が発行する源泉徴収票の原本
営業所得、農業所得、
不動産所得、
雑所得（内職など）

収入と経費の内訳を記入した収支内訳書（事前に作成ください。）、各種帳簿類、
領収書など

一時所得 生命保険満期の通知など所得額を証明するもの

雑損控除 昨年中、災害などでやむを得ず支払った金額の領収書

通常の医療費控除
家族ごと、支払先ごとに合計額を計算した医療費控除の明
細書（事前に作成ください。）、保険金などで補填された金額
が分かる資料
支払先ごとに合計額を計算したセルフメディケーション税
制の明細書（事前に作成ください。）、一定の取り組みを行っ
たことを明らかにする書類（検診や予防接種の領収書、通知表など）

医療費控除
＊通常の医療費控除とセル
　フメディケーション税制
　の併用はできません。 セルフメディケー

ション税制

社会保険料控除 市や年金機構などが発行する昨年中に支払った金額の証明書
生命保険料控除、
地震保険料控除、小規
模企業共済等掛金控除

保険会社などが発行する昨年中に支払った保険料や掛金額の証明書

障害者控除 障害者手帳、障害者控除対象者認定書など障がいの程度が分かるもの
勤労学生控除 学生証か在学証明書
配偶者控除、配偶者
特別控除、扶養控除 扶養になる人の所得が分かるもの

寄附金控除
寄附先が交付する寄附金の受領証明書（災害義援金なども対象になることがあります。）
＊ふるさと納税のワンストップ特例申請をしても確定申告、市民税・県民税の申告をすると無効
　になります。申告時には必ず「寄附金受領証明書」をお持ちください。

高齢介護課 ☎34-5475

住宅借入金等特別控除
初めて申告する人→三条税務署に問い合わせください。☎32-6211
２年目以降の人→税務署から発行された住宅借入金等特別控除の証明書、
　　　　　　　　　金融機関の年末ローン残高証明書

　高齢介護課、栄・下田各サービスセンターで申請書を提出して確認書を受け取り、申告時に提出ください。
対象…
介護保険の要介護認定を受けていて、次の両方に該当する人
・おむつ費用の医療費控除を受けるのが２年目以降
・要介護認定の主治医意見書により、寝たきりで尿失禁の可能性があることを確認できる
＊初めての人は医療機関の発行するおむつ使用証明書で医療費控除を受けてください。

代理人が申告をするときは、次のものが必要です。
・代理人の身元確認書類
・申告者の個人番号確認書類と身元確認書類の写し
  （事前に添付書類台紙に貼ってお持ちください。）

ほ　 てん

事前に確認ください。

　自宅のパソコンやスマホで簡単に申告できます。
　スマホ専用画面での申告は、給与所得者、年金受給者、一時所得が
ある人、上場株式などの譲渡所得・配当所得などがある人に対応し
ています。スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すると、
金額や支払者情報などが自動入力されます。

確定申告

　入場には入場整理券が必要です。入場整理券は、会場での当日配布かオンラ
イン事前発行で入手できます。
　会場での当日配布は、入場整理券の配布状況によって、後日の来場をお願い
することがあります。配布状況は国税庁ホームページで確認できます。
　オンライン事前発行は、LINEの国税庁公式アカウントを友だち追加して入手
できます。

国税庁ホームページ

所得の確認のために必要なもの

控除を受けるために必要なもの


